
会 議 録（概要） 

 

会議の名称 第４次 佐渡市地域福祉計画 地域福祉活動計画推進懇談会 

開催日時 
令和５年 11 月 29 日（水） 

10 時 00 分開会 11 時 30 分閉会 

場所 新穂行政サービスセンター ２階 第２・３学習室 

説明 

（１） 第４次 佐渡市地域福祉計画 地域福祉活動計画の骨子案

について 

（２） その他 

会議の公開・非公開 

（非公開とした場合は、その理由） 
公開 

出席者 

参加者 

保健福祉及び医療関係者 

佐渡地域振興局健康福祉環境部 副 部 長 田邉 正樹 

社会福祉法人佐渡福祉会    理 事 長 彈正 佼一 

地域活動団体等代表者 

佐渡市民生委員児童委員協議会 会  長 後藤 五男 

尾花町会                西川 祐一 

佐渡市身体障がい者福祉協議会 会  長 白井 正江 

佐渡市健康推進協議会     代  表 薄木 文子 

佐渡市連合婦人会       会  長 吉田 サツキ 

一般社団法 SADO Act     代  表 本間 奈美 

 計８名 

事務局 

佐渡市社会福祉協議会 

福祉課 課  長  須藤 信宏 

    課長補佐  中川 敏也 

    課長補佐  佐藤 秀樹 

佐渡市 

社会福祉課 課  長  知本 政則 

課長補佐  池田  修 

地域福祉係調査員 菊田 章道   計６名 

会議資料 
・計画素案（体系図）に対する意見 

・第４次 佐渡市地域福祉計画 佐渡市地域福祉活動計画(素案) 

傍聴人の数 １人 

備考  



会議の概要（発言の要旨） 

発言者 議題・発言・結果等 

【進行】 

事務局 池田課長

補佐 

 

事務局 知本課長 

 

 

事務局 池田課長

補佐 

 

Ｄ委員 

 

 

事務局 池田課長

補佐 

 

Ａ委員 

 

 

 

事務局 池田課長

補佐 

 

Ａ委員 

 

事務局 池田課長

補佐 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

事務局 知本課長 

 

 

 

１開会 

 

 

あいさつ 

 

 

事前に配付した計画の素案から、本日配付した計画素案に変更し、

基本理念と体系図を中心に意見をいただきたい旨をお願いする。 

 

事前に配付された計画素案は、議題の対象としないことになるの

か。 

 

 今回は、基本理念と基本方針、施策の方向性について意見をいた

だきたいと考えている。 

 

 今年度中に策定しなければならず、スケジュール的にはかなり厳

しいと思う。いろいろな意見があるなかで、それを吸い上げるのに、

このくらいの議論で問題ないのか。 

 

今年度中に策定するために間に合わせたいと考えている。 

 

 

 委員の意見を含めたもので、素案ができると考えてよいか。 

 

 全ての意見を反映させることはできないかもしれないが、主な意

見は反映したいと考えている。 

 

 配られた素案を読み込んできた。問題が多い内容であったものの

意見を聞かないで、事務局で作成しますというのは審議の持ち方に

疑問を感じる。佐渡市の社会福祉をいい方向に持っていきたいと思

い集まっていることに、事務局としてどう考えているのか。 

 

 素案を固めきれなかったのは大変申し訳ないと思っている。いた

だいた意見をどう計画に落とし込んでいくかを考えなければならな

いと思っている。今回、体系図の修正について意見を伺うところが



 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 知本課長 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

事務局 知本課長 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 池田課長

補佐 

 

重要な部分と考えており、前半はその部分について意見をいただき

たいと思っている。事前に配付した取り組み等については、本日提

案するものを踏まえて、良いところは残していき、良くないところ

は意見もらい、修正を行いながら進めていきたいと考えている。 

 

 策定する計画は前期計画の評価等を踏まえて作成するとなってい

るが、基本方針や施策は大きく変更はしていないと思う。今回いろ

いろな意見があるように、実際にどうやっていくかとなると、今後

実施する施策や事業において、課題解決に向けた目標や指標を設け

て、実行していくことが重要であると思うが、それらの議論を含め

て今年度中に策定することは可能なのか。 

 

 今回いろいろな意見をいただくなかで、現在実施している事業も

ある。大きな変更はないと考えているが、事業数の問題もあり、方

針に沿った事業で組み立てを行い、素案について審議いただきたい

と考えている。 

 

 前期計画の反省を踏まえ地域で考えてみると、地域ニーズと行政

や社会福祉協議会が考えていることに乖離があるので、第４次計画

では精査を行い、再度審議するのであれば理解できる。会議の方向

性や日程的な問題もあるが、各委員が考えていることをどう反映し

ていくかが疑問である。 

 

 基本理念や施策を変更した箇所を審議していただき、修正する箇

所は修正していきたいと考えている。 

 

 前回も発言したが、低い指標に対して、事業がほとんど動いてい

ないにもかかわらず、評価は高いものになっている。意味のない事

業をやっているとは思わないが、きちんと議論して意味のある計画

にする必要があるので、充実した議論ができるように期間を十分確

保してもらいたい。 

 

 

２議題 

（１）第４次 佐渡市地域福祉計画・地域福祉活動計画の素案につ

いて 

 基本理念や施策の方向性等について、意見をいただいたものを集

約しているので、意見交換の際に参考にしていただきたい。 

 また、配付した素案は今後も修正があり、今回変更した部分は、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

赤字で表記している。 

４ページ 計画の冒頭には、「第１章 計画の策定にあたって」と

して、計画策定の趣旨があり、中段に当市の現状と課題を簡単に記

載した。 

 

《修正した市の課題を読み上げる》 

 

また、ＳＤＧｓの記載についても、少し修正を加えてある。 

続いて、５ページ 地域共生社会の実現と地域福祉について、一

般的な内容を記載してある。 

続いて、７ページ 「計画の根拠と位置づけ」になるが、地域福

祉計画は、社会福祉法第 107 条に基づく計画であり、地域の助け合

いによる地域福祉を推進するために、人と人とのつながりを基本と

して地域共生社会づくりを目指すための基本理念や基本方針を定め

る計画であることを記載してある。 

また、その基本理念や基本方針に基づき、それを実行するための

中核機関となる社会福祉協議会のあり方を定めるものが地域福祉活

動計画である。 

一般的な内容を記載してあるので、大きく変更した箇所はない。 

なお、この計画には成年後見制度利用促進基本計画及び再犯防止

推進計画を含めたものとしたい。 

続いて、９ページ「第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題」に

ついて、前期計画の取組状況と評価・課題については現在調整中で

あり、次回の素案で示したいと考えている。 

主要な市の課題について、次のとおり記載した。 

 

《主要な市の課題を読み上げる》 

 

主に人口減少・少子高齢化による地域コミュニティの衰退や社会

保障費の増大、人材不足など生活基盤の維持管理などの課題を改善

し、行政や家庭、地域が一体となり見守り支え合う共生社会の実現

を推進する必要がある旨を記載した。 

 

 ７ページ 成年後見制度の意見として、計画のなかに新たに盛り

込むべきだと提案した。福祉と一体的な取り組みと記載されている

が、この程度の書きぶりでよいか。もっと踏み込んで成年後見制度

を強調してもよいのではないか。 

 ９ページ 主要な市の課題で、医師不足の問題がある。現在は薬

さえ遠隔で処方される時代なので、行政として医師不足解消にどう



 

 

事務局 知本課長 

 

Ｄ委員 

 

事務局 知本課長 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

事務局 知本課長 

 

Ａ委員 

 

 

事務局 知本課長 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 知本課長 

 

 

 

Ａ委員 

 

対応するのかを触れた方がよいと考える。 

 

医療分野の課題として触れることでよいか。 

 

 そのとおりである。 

 

 重要な部分でもあるので、課題への反映について考えてみたい。 

 

７ページ 成年後見制度利用促進基本計画と再犯防止推進計画に

ついて、配付された素案では、計画的な位置づけでなく事業的な取

り組みとしか感じられない。ここにそれぞれの根拠となる法律名が

書いてあるが、各法律において成年後見制度利用促進基本計画と再

犯防止推進計画に書き込む必要がある項目が規程されているのか。 

 

 内容の追加は必要と考えている。 

 

 それぞれ計画を策定する趣旨がある以上は、計画として求められ

ている内容が盛り込まれていないといけないと思う。 

 

 成年後見制度利用促進基本計画と再犯防止推進計画については、

しっかりとした見せ方を考えていきたい。 

 

 ７ページ 市町村が作成するのが地域福祉計画、社会福祉協議会

が作成するのが地域福祉活動計画で実行的な部分になると思うが、

行政が行うところが見えてこなく、社会福祉協議会が行政と連携し

ながら行い、それ以上に地域住民やボランティア任せになっている

部分が多い。人口減少や高齢化に伴い、今まで活動できていた人が

活動できなくなっているにも関わらず、地域住民や地域の組織をあ

てにしている感じがする。市の動きが見えないが、社会福祉協議会

が行う計画に佐渡市の取り組みが書かれていると考えてよいか。行

政として取り組むべきことはしっかり実施しているとの理解でよい

か。 

 

 現状として、地域福祉活動計画は社会福祉協議会が主となり行政

と一緒に取り組んでいる。評価の際には多数の事業があるが、例え

ば、成年後見業務の推進においても一緒に取り組んでいる。 

  

 行政だけでは当然無理なので、地域住民の協力と理解が必要で、

それぞれの役割が明確で誤解のないようにしてもらいたい。 



 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 知本課長 

 

 

Ｄ委員 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 池田課長

補佐 

 

Ｈ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自治会の立場から見ると、行政は縦割りでいろいろな提案を受け

止めてくれない。社会福祉協議会は、募金や社会福祉協議会の会費

徴収は自治会に丸投げである。実際には高齢者の見守りや居場所づ

くりは行政でなく自治会で行っているので、計画で改めてもらいた

い。それぞれが連携し役割を全うする必要があることが伝わればよ

い。 

 

 連携はキーワードであるが、できている部分とできていない部分

があるのは事実なので、考えながら策定していきたい。 

 

 重層的と書いてあるあるが、実行されていない部分を計画の根拠

や課題として、容易く理解できるようにお願いしたい。 

 

 ５ページと６ページ 自助、共助、互助、公助の４つが出てくる

が、イメージ図では互助が出てこないので、関連するのであれば合

わせる必要がある。 

 また、公助にボランティアや NPO による福祉サービスの提供が入

っているが、それらが公助に入るべきものなのか疑問があるので整

理して欲しい。 

 

 もう少し理解しやすいイメージ図にしたい。 

 

 

 ６ページ 包括的支援体制のイメージ図は、今では高齢者、障が

い者、子どもの区分けではない。もっと大きな包括的なもので市民

の方がわかりやすいものにするべきである。佐渡市のなかにそれぞ

れのマルではなく、混ざっていて同じメンバーで複合的に支援がで

きるとか、住民と共に協働する部分が大きくなっていて、佐渡市な

らではの皆で支えることが見えて、市民が理解できるイメージ図で

あるとよい。 

 成年後見制度でも高齢者や障がい者を支える基盤も揺らいでい

て、本当に危機的な状況である。佐渡は市民後見人が活躍しており、

市民後見人養成講座にも参加してくれていて、住民協働となってい

るので市民に理解してもらえればよいと思う。自治会も高齢化して

厳しい状態にあるが、地域の力を感じることがあり、今後どうして

いくのかをわかりやすくしてもらい、元気な市民が生き生きとそこ

で活躍してもらうことを盛り込んでもらえるとよいと思う。 

 横の連携の部分では、佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会



 

 

 

 

 

 

事務局 知本課長 

 

 

 

事務局 池田課長

補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

において人材不足や人材育成などを行政や事業所などいろいろな関

係団体を含めて考えているので、地域福祉計画や地域福祉活動計画

などと連携して考えられるとよい。住民にそういった部分を伝える

ことができると安心感ではないが、悪い未来だけでなく、もう少し

頑張ることで佐渡がよくなることを盛り込んでもいいのかと思う。 

 

 イメージ図に関しても市民が理解しやすいように進めたいと考え

ている。また、佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会の取り組

みや人材確保などについても検討していきたい。 

 

10 ページ 「第３章 計画の基本理念と基本方針、施策の体系」

について、基本理念として前期計画の基本理念を継承するとともに

佐渡市総合計画と SDGs の観点も踏まえ、また委員からも意見があり

「健やかで思いやりのあふれる持続可能なまちづくり」としたいと

考えている。 

基本方針については、アンケートでこれからの佐渡市の福祉で重

点にすべきものは何かとの問いに、地域住民が互いに助け合える仲

間づくりの支援、気軽に相談できる専門相談窓口の充実、身近な福

祉サービスに関する利用情報の提供、健康づくりや生きがいづくり

への支援が上位を占めたことから、それを踏まえて３つの基本方針

を掲げた。 

 

《基本方針１～３を読み上げる》 

 

12 ページ ３つの基本方針に対しての、それぞれの方向性につい

て説明する。 

まず、基本方針１の「つながり、支えあうまちづくり」に対して、

「支えあい意識の向上と活動への支援」、「地域で活躍する人材育

成・ボランティア活動支援」、「子育てにやさしいまちづくり」とし

ている。 

佐渡市総合計画では、地域福祉の充実として、支え合い意識の向

上や、アンケートにおいて地域での助け合いを活発にするには人材

の育成が必要との意見が多数あったことから「支えあい意識の向上

と活動への支援」と「地域で活躍する人材育成・ボランティア活動

支援」とした。 

また、佐渡市総合計画における子育て支援の施策として、地域に

おける子育て支援サービスの充実、配慮を必要とする子ども・家庭

への支援を掲げており、地域福祉の観点においても重要な事項と考

えていることから「子育てにやさしいまちづくり」とした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の３つが基本方針１に対する施策の方向性になる。 

 続いて、基本方針２の「暮らしを支えるまちづくり」に対して、

「地域での見守り・声かけ体制づくり」、「相談支援、情報提供体制

の充実」、「健康・生きがいづくりの推進」とした。 

地域福祉の充実には、地域住民のつながりを深めることが重要と

考えているので「地域での見守り・声かけ体制づくり」とした。 

アンケートでも身近な福祉サービスに関する利用情報の提供が上

位に挙がっており、市でも総合福祉相談支援センターの開設など行

い、相談支援体制の整備を行っているが、更なる充実を図るため「相

談支援、情報提供体制の充実」とした。 

佐渡市総合計画においても健康寿命の推進が掲げられていること

から、各世代に応じた心と体の健康を増進し、誰もが安心して生活

するために「健康・生きがいづくりの推進」とした。 

以上の３つが基本方針２に対する施策の方向性になる。 

 最後になるが、基本方針３の「安全安心で住みやすいまちづくり」

では、「地域の防災・防犯体制のづくり」、「暮らしやすい生活環境づ

くり」、「人権・権利を守る環境づくり」とした。 

 佐渡市総合計画で、防災・減災機能の強化として公助に加え、自

助と共助の強化を掲げており、防災意識の向上や自主防災組織の育

成などの体制づくり等が記載されていることから、「地域の防災・防

犯体制のづくり」とした。 

また、まちづくりと連携した交通体系ネットワークの構築を図り

安全で快適に移動できるまちづくりや買い物に困っている方の支援

を含め「暮らしやすい生活環境づくり」とした。 

アンケートにおいて成年後見制度の認知も約３割と低いことか

ら、誰もが安心して暮らせるように権利擁護に関する取り組みの推

進と、市民一人ひとりの人権や権利を守る環境づくりに取り組むた

め「人権・権利を守る環境づくり」とした。 

 

 12 ページ 基本方針２「暮らしを支えるまちづくり」においては、

基本方針と施策の方向性が合っていない気がする。 

 「地域での見守り・声かけ体制づくり」は、内容的には基本方針

１「つながり、支えあうまちづくり」に通じる部分であると思う。

基本方針２「暮らしを支えるまちづくり」の施策の方向性２－(２)

「健康・生きがいづくりの推進」においても、必要な項目ではある

が、暮らしを支えるとは全般過ぎて施策もよくわからない。10 ペー

ジにも重層的・包括的と記載されているが、相談支援体制くらいし

か合っていない気がする。 
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 考え方で基本方針１「つながり、支えあうまちづくり」や基本方

針２「暮らしを支えるまちづくり」に入ったりする。事務局として

は支え合いの意識の向上や人材育成、ボランティア活動支援など、

地域の支え合いのなかで「子育てにやさしいまちづくり」を目指し

ていきたいという思いである。 

 基本方針２「暮らしを支えるまちづくり」については、「見守り、

声かけ体制づくり」は地域の活動であり、相談支援体制の充実と関

連して推進していきたい。併せて、「健康づくり・生きがいづくりの

推進」についても、地域のなかで健康な人がいることにより、その

活動も広げられればという思いで整理している。 

 

 相談支援体制の充実については、佐渡市総合計画のなかでも相談

窓口について提案してきた経緯がある。基本方針２「暮らしを支え

るまちづくり」に入れるのであれば、もう少し突っ込んだ表現をし

た方が良いと考える。 

 また、基本方針３「安全安心で住みやすいまちづくり」のなかで、

「人権・権利を守る環境づくり」で成年後見制度を言っているが、

市の決意を示すように成年後見制度を切り出すべきだと思う。 

 

人権や権利を守ることで考えているのは、市民後見推進事業と成

年後見センターを含めた事業を掲載したいと考えている。 

 

他市の状況を見ても、成年後見制度を切り離している自治体が多

い。市が先進的な取り組みを行っていくのであれば、意思を示し切

り離した方がいいのではないか。 

 

施策の方向性になるので検討する。 

 

施策の方向性に対しての事業が見えない。「子育てにやさしいまち

づくり」のタイトルはよいが、どうやっていくか具体的なものがあ

るとよい。 

 

体系図を示し、取り組む事業を組み立てていくことを考えている。 

 

全体的に調整中のイメージ図や施策の体系、社会福祉協議会とは

何かを含めてわかりやすく入れ込んだ方がよい。 

 

イメージ図と合わせて社会福祉協議会の説明などを併記する形が

できるか検討、工夫してみたい。 
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方針に対しては賛成だが、評価方法について見直しをしていただ

きたい。事業に対して今年度は何ができるかなど具体的なものを挙

げてもらった方がわかりやすい。 

 

第３次計画では 41 事業あったが、次期計画も同じくらいの数の事

業があると考えてよいのか。予算の関係もあるが、その事業や指標

など示される時期はいつ頃になるのか。 

 

現在行っている事業でも変更があったりする。評価に係る事業に

ついては、今後の懇談会で協議していただきたいと考えている。 

この計画は、理念を含めて落とし込んでいき、事業の説明もして

いきたいと考えているが、実際のところ現計画の事業評価と合わさ

るかもしれないが審議いただきたいと考えている。 

 

体系図で示すことのできない部分を各論のところで示していく。

また、行政と社会福祉協議会だけの計画でなく、地域を巻き込んで

やっていくとか、民生委員・児童委員などを含めて関係団体の部分

をもう少し厚めに表現できるとよいと思う。 

ワンストップ窓口として総合福祉相談支援センターができたのは

大きいが、佐渡市は広域であることから、いろいろな所に相談窓口

があるというのは大事なので、民生委員・児童委員や地域、関係機

関が複合的に関わっていけるような表現があるとわかりやすい。市

民は関係機関や関係団体がわからないので資料につけるなど工夫し

てもらえるとよい。 

 

社会福祉活動の問題は幅広いと思うので、基本理念や基本方針な

どで表現すれは味気の無いものになってしまう。佐渡市らしい福祉

の島づくりをする一節があったが、佐渡らしいとはどこに表現され

ているのかわからいので、これからの取り組みで表現されることを

期待しているし、各団体からの問題提起も多くなると思われるので、

偏っても致し方ないと考えている。佐渡市として強く訴え、強い方

向性を出した方がよいと考えている。 

 

検討と相談を重ねながら、提案していきたいと考えている。 

佐渡らしいものとしては、佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協

議会の取り組みがあると考える。業務を行っているなかで、連携が

不足している部分とうまく連携が取れている部分もある。 

不足している部分については、改善していきたいし、意見をいた
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補佐 

だいた部分について、計画に取り組んでいきたいと考えている。 

 

冒頭に取り入れる部分は取り入れて、取り入れできないものもあ

ると発言があったが、それはそれでいいと思う。基本的に佐渡市の

計画で自分たちがそれに対して意見を述べる。いい意見は取り入れ

てもらえばいいし、できない部分はしっかり説明してもらうでよい。 

 

佐渡市の方向性を示し、意見をいただきながら進めていきたいと

考えている。 

事前に配付した素案の 13 ページ以降が、実際に取り組む事業の構

成になっており、施策の方向性を修正したことで、つながっていな

い部分もあるが、意見があればお願いしたい。 

 

 本日は時間の関係もあり、全ての意見を言えないと思うので、後

で意見を言わせて欲しい。 

 

 意見をまとめてきたので提出する。 

 例えば、14 ページに地域や市民に期待する役割としてあるが、十

数年前からやっていることが記載されているので、全面的に見直し

て欲しいと思う。 

  

 委員から、以前に配付した素案に対する意見の提出をお願いした

い。 

 

 意見集約すればいいと思う。日程的に今後は１回程度しかないの

か。 

 

 １月に懇談会をお願いしたいと考えている。12 月に集約した意見

と変更した部分を組み合わせて提示したいと考えている。それを踏

まえて次の懇談会に繋げていきたいと考えている。 

 

その際には、現在調整中である部分も含め、最終案に近いものが

12 月中に示され１月の３回目には計画案を固めるイメージでよい

か。 

 

 そのように考えている。 

 

 意見集約し修正したものを郵送等で送付したいと考えている。 

 次回は１月を予定しているので、日程調整を含め連絡をする。 



 

 

社会福祉協議会 

須藤課長 

 

 

３ 閉会 

 長時間に渡り、多くの意見をいただきありがとうございました。 

 この後は各論の部分で重要になってくると思います。皆様方から

個々に意見をいただきまして、場合によっては個別のヒアリングを

行わせていただきながら、策定に向けてスピード感を持って進めて

行かなければならないと感じました。 

 皆様方からご協力ご支援賜りますよう、お願い申し上げます。 

  

 


